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東京都障害児学校労働組合が支援してきた東京「再雇用拒否」第3次訴訟と「君が代」4次訴訟
が終わりました。組合員で原告の永井みどりさんに裁判結果を報告してもらいます。

体罰等犯罪を犯し懲戒処分を受けた者たちが合格
していることを資料提示して事実としてあきらか

にしてきましたので、裁判所はその事実を認定せざ

るを得ませんでした。従って「日の丸・君が代」被

処分者への再雇用拒否は、憲法14条違反(法の下
の平等)であり，また都教委の裁量権逸脱濫用だと

主張してきたのです。卒業式で自分の思想・信条・

信仰により「君が代」不起立せざるを得なかった者
を不採用にするのは、あまりに過酷な思想差別です。

「日の丸・君が代」と言う国家の根幹をなすイデ

オロギーの支柱に歯向かう者へは、たとえ「強制」

に反対の者であろうとも決して許しはしない，とい

う国家としての強烈な意思の誇示を感じました。

私たちは、この不当判決に納得できません。 「教

師が立たされ、国歌を歌わされるとき、生徒たちに
も国旗や国歌が強制される」のは理の当然だからで

す。今後も都立学校の「君が代」強制と闘っていき

〈東京「再雇用拒否3次訴訟」に最高裁から不

当な決定〉

2018年7月19日付で、東京「再雇用拒否」

3次訴訟(小林裕､永井みどり、渡辺厚子)の「決定」

が最高裁より送達されてきました。主文「本件上告

を棄却する。本件を上告審として受理しない。上告

費用及び申し立て費用は上告人兼申立人らの負担

とする｡」というもので、 「決定」という日付と事件
番号を変えただけの､棄却｢決定｣時のコピペです。

私たちの高裁判決では、非常勤教員選考は、 「い

ったん退職した人を改めて採用する新規採用」と判

決文に書かれていますが、競争試験もなく、書類と

面接のみで決まる選考が、新規採用というのは実態
とかけ離れています。選考当時の2011年は、満

額年金支給までの「雇用と年金の連携」の観点から
原則として再雇用されていました。
再雇用3次訴訟では、情報開示請求に積極的に取

り組み､Nさんの協力も得て、わいせつ,公金横領 ます。

<東京「再雇用拒否」第3次訴訟の記録〉 ご購入ください
2014年1月15日～2018年7月19日の闘い

闘いの軌跡を残すことに大きな意義と意味がある､突貫工事でも力を尽くして作ろ
う、と話し合い、記録集の発行を決めました。本冊子が「日の丸・君が代」問題に
限らず､権力の理不尽･横暴に異議を申し立て闘う人々にとって、少しでも役に立
てば、と願っています。

記録集A4サイズ220頁資料DVD付き販売価格1, 000円

集会終了徳、日比谷文化図書館出口で箙売しきす。

上の処分について、東京地裁は都教委の裁量権逸脱・
濫用と断じたのです。

都教委は、Tさんのく不起立4．5回に対する〉減
給処分のみ控訴しましたが、高裁でもTさんの処分は
取り消さました。都教委は、Tさんのく不起立4．5
回に対する〉減給処分に対して、最高裁に上告受理申
立をしたのです。都教委の申立が不受理になったこと
で、高裁判決が確定し維持されました。
「戒告を含むすべての不起立処分を取り消せ」が私

たち原告の訴えですが、残念ながら最高裁に届きませ
んでした。 「一部勝訴」であっても大きな「一部勝訴」
です｡

しかしながら、処分が取り消された現役教員に「再
処分」するという執鋤ないじめを都教委は行っていま
す。

5年2か月に及ぶ闘いを支援してくださったみなさ
ま、ありがとうございました。

〈｢君が代」4次訴訟一部勝訴〉
今年3月28日付けで、最高裁から弁護団に原告
側。都教委側の上告・受理申立とも棄却・不受理決定
が届きました。2017年東京地裁で6人7件の減給
以上の処分がすべて取り消されました。残念ながら戒
告は取り消されませんでした。

都教委は、 「君が代」不起立のたびに戒告・減給1
か月…・停職6か月とく累積加重処分〉をしてきまし

た。 2012年最高裁判決は、 【特段の事情がなけれ
ば、戒告をこえる処分は都教委の懲戒権者としての裁
量権逸脱・濫用にあたる】と断じて減給・停職処分が
取り消される中で、都教委は処分量定を重くして新た
な戒告処分を発出しました。

新たな処分は、 「君が代」不起立処分は3回まで戒
告で、4回目から減給10分の1 ･ 1か月です。 〈不
起立4．5回に対する〉処分を含む6人7件の減給以



<文科省天皇祝意奉表の通知…これは戦前回帰なのか…〉

天皇代替わりに当たって文科省は｢大型連休
前に、児童・生徒に対して適切な指導を行うよ
うにお願いします」の「通知」を出してきまし
た。4月23日に教育庁はそれに基づいて都立
学校長あてに①「通知」をしています。
4月22日の文科省の「通知」は、 「天皇退位

等に係る皇室典範特例法」を根拠にとして「通
知」が出されています。この｢特例法」には｢天
皇陛下を深く敬愛し｣の文言があります｡また、
②「御即位当日における祝意奉表について(通
知)」のように祝意だけでなく 「奉表」 という
言葉が使われています。 「奉表jは身分が上の
人物に対する言葉であり、決して敬語のレベル

ではありません。

私たちの「君が代」訴訟では、 日の丸に正対

して君が代を歌う行為は、 「慣例的な儀礼的所
作」なので、間接的制約ではあるが内心を侵害
しないとされました。ここでは「祝意」という

内心に介入する「通知」だということであり、

「特例法」はこの内心を法律としています。
この「通知」に基づいて、八王子市教委はメ

ールを出し、八王子にある多摩御陵(昭和天皇

墓地)に平成天皇が退位の報告に来た時に、近

隣の八王子市立第二小学校､横山第二小学校の
児童が甲州街道沿道で並び迎えるために動員
されました。また八王子教育センターに事務所

をおく 「天皇皇后陛下八王子奉迎実行委員会」

が文書を出し、浅川小学校も迎えています6

5月8日大阪市立泉尾北小学校で「新天皇ご

即位記念集会」というのが開かれたそうです。
その集会に招かれたゲストの歌手の方は、自身
のブログ

(https:"ameblo.jp/ayakiO416bntry-124598
76448.html)オリジナル曲「行くぞ！ 日の丸」

を歌ったと書いています。
プロクに紹介されている歌詞の一部は以下のようで

す。
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郵立学校長殿

敏青庁指導邸樋導企画醸畏
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小寺康裕

（公印脊略）

犬島陛下の御退位及び凪太子巌下の御即位に願しての

学校における児童生徒への摺導について〈通知）

二の二とについて、別議写しのと和り、平賎31竿4月22H付31文科初第152号にて、文

部科学省初埣中辱牧育局長から通知がありました。

つきましてはも各学校において、大型連休前に、児童・生槌に対し適切な指導詮行うよう

お願し､L・主す．
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各種道府県教育委負会教育長
各描定移市教育婁負会敏汀長
各 都遊府県知事
各摺定都市市長
各国公急立大学長
各国公議立高等専門学校長
小学校高与塞を陵酎る“陵匿社を
房鰭する鯉破“題区難箪廻麺1項の
露定を受け危各鎗方公共団体の長 殿
各大学共間利用鎮囲注人機携長
各文翻科学省施殴姉織関の長
書文部科学省梼翻の撞関の長
各文部科学行赦立行政法人の長
各文部科学省国立研究原発法人の長
日本製立雑鍾夷・共済事集団理亭長
公立学校共済超合理事長

3エ受文科鑓第53号
平成31年4月2．日

率

喜びと悲しみに情熱が肩を組む

うつむいた日は過ぎた
時が来たまつしぐら

行くぞ！行くぞ！ 日の丸が行くぞ！

ああ勇ましく日の丸が行くぞ

鐸郎位当日における…にっb,て（通知）

樺配について，票成8ユ隼4月2日付けでb刷誘のと起り内閣官房長官から文部科学
大臣宛て通知がありまし起

ついては，貴機関及び貴管下の学校その他の敏青樋関においても，この趣圓に沿って
よろしくお取り計らし頬も,ま爽

皇謹製灘塑樺殴騨4部r僅軸の市町村敬育委員会及”笹の学校
鷺礎蟷鱒轆墜泌蕊各地埜縄嘗銀鴎猟そぽ詣詠報孟f蕊
法人その他”云肯議雷尋に対して，国公立大学長におかれては，その管下の学校に対し
て，本件の周知をお顔いしますじ

1945年の敗戦により、日本国憲法を柱と

して民主主義が出発しました。私たちは、 「教

え子を再び戦場に送らない」と決意をしました。

連綿と続いてきた民主主義が虚偽と隠ぺい

体質の安倍政権によって教育そのものが危機

に瀕しています。

戦争を知っている世代が亡くなり、過去のこ

とだと思っていた治安維持法の時代はそこに

まで来ています。

私たちは、再び「教え子を再び戦場に送らな

い」 と決意しなければなりません。
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文部科学省大臣宮 1係
電鰭:03-5253-411i (内練3003)
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